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      　　　     吉野川市美郷ほたる館指定管理者業務仕様書 

 

  吉野川市美郷ほたる館（以下「ほたる館」という。）の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法は、

この仕様書によるものとする。 

 

１　 施設の内容 

　（１）名　　称　　　　　吉野川市美郷ほたる館 

　（２）所 在 地          吉野川市美郷字宗田８２番地１ 

　（３）建物の概要 

    　①建築構造        鉄骨造　地上３階建（地下１階、地上２階建） 

      ②敷地面積        ２，３５９．１９㎡ 

      ③建物延面積      １，３１１．７１㎡ 

　（４）施設の概要 

地下１階  研究・実験室   

（屋外に人工河川あり） 　　　　４２．００㎡   

　１　階  展示室・情報ライブラリー   　　　５１１．０㎡ 

　２　階  研修室  　　　　 ８１．０㎡  

  事務室            ４６．００㎡

  展示室（企画展室）            ５７．００㎡

 エントランスホール         １０５．００㎡

 駐車場  施設前含む３箇所  ７，０３７㎡  （１２０台収容）

 

２　 指定管理者の指定期間 

     令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの２年間とする。 

 

３　 管理に要する費用 

  （１）市から支払われる指定管理料及び利用者から徴収した利用料、自主事業等をもって収入とし、

　　　効率的な管理運営を行うこと。指定管理委託料は、指定管理者が提出する収支計画書における額

　　　とし、指定管理料の支払いは、月割りによる毎月支払ができるものとする。指定管理料のうち、
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　　　修繕費３０万円及び備品購入費１０万円は初月に支払うものとする。 

  （２）指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿及び経理規定を設け、収入及び経費について

　　　は、団体自身の口座とは別の口座で管理すること。 

 

４　 休館日及び開館時間 

   吉野川市美郷ほたる館条例第４条及び第５条に規定するところによること。 

 　　（休館日）

 　　第４条　　ほたる館の休館日は、次のとおりとする。

　（１）火曜日（５月２０日から６月２０日までの間の火曜日を除く。）。ただし、その日が国民の祝日

　　　に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、その翌日 

　（２）１月１日から同月３日まで及び１２月２８日から同月３１日までの日 

    ２　吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、ほたる

　　　館の管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。 

     （開館時間）

 　　第５条　ほたる館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。

 　　２　前項の規定にかかわらず、教育委員会は、事情により開館時間を変更することができる。

 

５  法令等の遵守 

  指定管理者は、ほたる館の管理に当たっては、この仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づかなけれ

ばならない。 

  （１）社会教育法及び同法施行令 

　（２）文化財保護法及び同法施行令 

　（３）地方自治法及び同法施行令 

　（４）労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関連法規 

　（５）消防法、消防及び防火管理に関連する法令等 

　（６）下水道法及び排水処理等に関連する法令等 

  （７）個人情報の保護に関する法律、同法施行令及び同法施行規則 

　（８）吉野川市文化財保護条例及び同条例施行規則 

  （９）吉野川市美郷ほたる館条例及び同条例施行規則並びに吉野川市美郷ほたる館協議会運営規則 

　（10）吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例及び同条例施行規則 
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  （11）吉野川市情報公開条例及び同条例施行規則 

　（12）上記の他、ほたる館の運営に関連する諸法令 

 

６　 業務内容 

 　（１）ほたる館の管理運営に関すること。

 　　　①入館者に対する利用許可、取り消し及びその他の施設・設備の利用に関すること。

  ②入館料の徴収、減免及び還付に関すること。

  ・消費税及び地方消費税は、利用料金（入館料）の内税として扱うこととする。

 ・指定管理者は、吉野川市美郷ほたる館条例第９条の規定に基づき、利用料金（入館料）の減額

または免除を行うことができるものとする。 

      ③施設等に係る経費（電気・水道・電話・ケーブルテレビ使用料・広告料・設備機器等点検管理

 　　　　委託料等）の支払いに関すること。

   　　④ほたる館の適正な運営のため、以下の設備等に関する保守管理を行うこと。

  　　・清掃、警備保障、消防設備、空調機器、電気設備、エレベ－タ－保守管理、公用車、展示設備、

 　　　　浄化槽、屋外人工河川、小規模な修繕、庭木等の管理など

   　　⑤職員の配置及び研修等に関すること。

  ・職員の勤務形態は、ほたる館の運営に支障がないように定めること。

  ・職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。

     ・防火管理者の選任配置を行うこと。

     ⑥駐車場の管理に関すること。

   　　・駐車場の整地及び除草並びに草刈り等、利用車両の整理、放置自転車の監視等

 　　　・駐車場のトイレ清掃、照明の消灯確認

   （２）その他

 　　　①広報活動を積極的に行うなど、ほたる館の利用促進に努めること。

 　　  ②緊急時対策・防犯及び防災対策について、マニュアル等を作成し、職員に指導すること。

 　　  ③個人情報保護の体制をとり、徹底を図ること。

   　　④市民及び利用者の意見等を施設の運営に取り入れるよう努めること。

 　（３）指定管理者が行う自主事業

  　　　指定管理者が自主事業（指定管理者自らの費用と責任で自主的に行う事業で、指定管理業務で

ないもの。）を実施する場合は、次に掲げる要件を遵守するとともに、あらかじめその内容を市
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 と協議しなければならない。

 　　　①施設の設置目的に合致し、施設の利用促進又は利用者のサービス向上につながること。

 　　　②指定管理者が事業の実施及び運営主体になっていること。

　　　③自主事業は原則として指定管理料により実施するものではなく、指定管理者の費用負担で実施

 するものであること。

 　　　④自主事業の内容が指定管理業務に支障をきたすものでないと認められること。

 　　　⑤事業実施後の指定管理者による原状復帰が可能であること。

　　　⑥第三者に損害を与えた場合の損害賠償など、事業の実施に伴う責任を指定管理者が負うもので

 あること。

   【業務の基準】

    項　目 必要管理項目 頻度（内容）

 清　　掃    日常的に整理・整頓 床面清掃、灰皿・ゴミ箱清掃　毎日

 定期的な作業 床面（ﾜｯｸｽ・洗剤清掃）、窓ｶﾞﾗｽ 年 2 回

 警備保障  セキュリティ対策 ２４時間体制の防犯・防災等の警備保障

 消防設備   日常保守管理 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 17 条の 3 の 3 

 定期点検 に基づく点検を行うものとする。

 空調機器    日常保守管理 毎日

 定期点検 冷房及び暖房の設備切替作業

 エレベーター  定期点検 関係諸法規に基づいた保守点検を行うものとする。

 電気設備  定期点検 月１回以上

 公用車  車検・点検等 随時

  樹木庭園    剪定、消毒、除草、 随時

 管    理  草刈り

  地下１階   清掃・除草 随時

 水槽・屋外　

 人工河川

  駐車場   清掃・除草・整地 随時

 トイレ清掃管理

 防火設備  維持保守管理 随時
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７　 モニタリングの実施 

    教育委員会は、指定管理者が行う業務の実施状況を把握し、良好な管理運営状況を確保するために

　モニタリングを実施する。 

 　（１）　 事業報告書等 

　 　 指定管理者は、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第８条に定める事項を

　記載した報告書を毎年度終了後速やかに教育委員会に提出しなければならない。ただし、次に掲げる

　場合については、その都度速やかに報告すること。 

　　ア　指定管理者は、毎月終了後７日以内に、施設の利用状況、事業の実施状況等を記載した月次報

　　　告書等を教育委員会に提出すること。 

  　イ　施設内において事故又は紛争が生じた場合、原因、状況、解決方法等。 

  　ウ　施設又は施設に係る物品が滅失し、又は毀損したとき。 

  　エ　施設の管理に関し、争訟が提起されたとき又は提起されるおそれがあるとき。 

  　オ　指定管理者の定款又は登記事項に変更があったとき。 

  　カ　指定管理者の金融機関との取引が停止となったとき。 

  　キ　指定管理者が施設の管理業務に関して有する債権に対し、差押え（仮差押え含む。）等がなさ

　　　れたとき。 

  　ク　その他教育委員会が指定した事項。 

 

（２）　 セルフモニタリング 

（１）指定管理者は、施設の効果的・効率的な管理運営及びサービス向上の観点から毎月セルフモニ

タリングを実施し、その報告書を月次報告書等とともに教育委員会に提出すること。 

（２）指定管理者は、利用者の意見や要望を把握するため、施設において提供されるサービスに関す

 る利用者アンケートを実施すること。

 

（３）　 実地調査 

（１）教育委員会は、施設の適正な管理運営を期すため、指定管理者に対し必要に応じて業務日誌並

びに管理の状況、施設、設備、各種帳簿等の実地検査やヒアリング等のモニタリングをおこなう。 

（２） 教育委員会は、モニタリングの結果、改善を要すると認められる事項がある場合は、指定管

理者に指導又は改善要求を行うほか、必要な場合は改善指示書により通知を行うものとする。指

定管理者は、教育委員会からの改善指示に基づき直ちに仕様及び水準を満たしていない状態を一
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定期間内に改善及び修復することを内容とする改善計画書を作成し、教育委員会へ提出すること。 

（３）教育委員会は、一定の期間内に改善及び修復が見込まれない場合は指定管理者の指定取り消し

又は運営業務の全部もしくは一部を停止を命ずる。なお、これにより生じた損害に対し教育委員

会は賠償責任を負わないこととし、教育委員会に生じた損害は指定管理者が賠償するものとする。 

 

８  業務を実施するに当たっての注意事項 

  （１）指定管理者は、管理運営業務を適正に実施するために、適切な職員を配置すること。なお、統

　　　括責任者として館長を配置すること。また、管理運営業務の遂行に必要な支援体制を整備しなけ

　　　ればならない。 

　（２）指定管理者は、公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の

　　　団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

  （３）市又は教育委員会が主催及び共催する事業については、使用を優先することとし、入館料を免

　　　除するものとすること。 

  （４）許可無く間仕切り等の施工等、施設の仕様変更をしないこと。 

  （５）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定及び要綱等を作成する場合は、教育委員会と協議

　　　を行うこと。 

  （６）各種規程がない場合は、教育委員会等の諸規程に準じて、あるいはその精神に基づき、業務を

　　　実施すること。 

 （７）管理運営に関する文書等は５年間保存すること。

 （８）市の検査等が生じた場合は、市の担当者の指示に従うこと。

 （９）施設の利用については、施設の使用目的に反しない限り利用制限をしないこと。

（１０）指定管理者が行う管理業務の全部の処理を第三者に請け負わせ、又は委託してはならない。

 ただし、市長が認める一部の業務についてはこの限りでない。

 （１１）現に市が締結している施設に関連する契約（電力契約等）は、原則変更できない。

  （１２）上部組織又は類似施設等及び団体との連携運営を図ること。   
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９　 指定管理者と市の責任分担                           　　　　　（◎は主責任、○は一部責任） 

項　　　　　目 指　定　管　理　者 市

 運営の基本的考え方              ◎    　　○　条例・規則事項

 広報              ◎        ○　市広報関係

 施設の管理運営              ◎

 必要な消耗品の購入              ◎

 備品の購入及び管理              ◎

 施設の法的管理(占用･行為許可) ○  受付・書類交付事務に限る               ◎

 苦情対応              ◎               ○

 事故対応              ◎               ○

 災害復旧               ◎

 施設及び設備の修繕等 ◎　３０万円未満 ○　３０万円以上は別途協議

 施設賠償保険及び火災保険              ◎               ○

 包括的管理責任              ○               ◎

    ※上記項目に記載がないものについては、別途協議するものとする。 

 

１０　 施設及び設備の修繕等 

    施設及び設備の修繕等については、指定管理者が行うものとする。ただし、３０万円以上の額を超

　　える修繕等については、教育委員会と別途協議するものとする。また、指定管理料に含まれる修繕

　　費３０万円は、精算により未使用分は返還するものとする。 

 

１１　 備品及び書類の管理等 

  （１）既設の備品は無償貸与とする。 

  （２）新設の備品は指定管理者が自己の費用により購入又は調達するものとする。 

  （３）指定管理者が指定期間中に購入した物品については、市の所有に属するものとする。但し、市

　　　が認めた場合は、この限りでない。 

  （４）指定管理者が管理する市の所有する備品については、吉野川市財務規則に基づき管理等を行う

　　　ものとする。また、備品台帳を備えてその保管に係る備品を整理し、購入、廃棄等の移動につい

　　　て市に報告しなければならない。 

  （５）管理上必要な書類は、業務内容に基づき記録作成の上、適切に管理すること。 
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　（６）指定管理料に含まれる備品購入費１０万円は、精算により未使用分は返還するものとする。 

 

１２　 情報管理 

  （１）業務の実施を通じて知り得た情報 

　　　　指定管理者、若しくは本業務の全部又は一部に従事する職員は、本業務の実施によって知り得

　　　た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部に漏らし、又は他の目的に使用

　　　してはならない。 

        また、指定管理者の指定期間が満了し、又は指定が取り消され、若しくは従事者の職務を退い

　　　た後においても同様とする。 

　（２）個人情報 

　　　　指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定に基づき、指定管

理業務を実施するにあたって個人情報を取り扱う場合は、その取り扱いに十分留意し、漏えい、

滅失およびき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報の保護を図るため必要な

措置を講ずること。 

      　なお、必要な措置の詳細については、基本協定書において定めることとする。 

 

１３　 情報公開 

        指定管理者は、吉野川市情報公開条例(平成 16 年吉野川市条例第 10 号)第 26 条の２の規定に

　　　基づき、当該施設の管理運営に関する情報の公開を行うため、情報公開に関する規程等を設けな

　　　ければならない。 

 

１４　 危機管理及び損害賠償 

  （１）事故防止のため環境整備（職員教育、施設点検）を徹底し、危機管理並びに緊急時及び災害時

　　　の対応を明確に行い、事故が発生した場合は、その原因、状況及びこれに対する処置について、

　　　速やかに市に報告すること。 

  　　　また、災害その他の事由により施設の使用制限をする必要がある場合においても、同様とする

　　　こと。 

  （２）賠償責任保険及び各種保険への加入 

　　　　①  当該施設は、市が全国市有物件災害共済及び全国町村会総合賠償補償保険に加入する。

　　　　② 指定管理者及びその業務従事者等の故意又は過失により発生した損害について市が第三者
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 に対して賠償した場合、市は指定管理者へその賠償について請求するものとする。

　　　　③ 指定管理者及びその業務従事者が、故意又は過失により市等に損害を与えた場合は、指定

 管理者がその賠償の責を負うこと。

　　　　④ 上記の他、本業務を行うにあたって利用者、第三者又は市が損害を被った場合は、市が責

 を負うべき場合を除き、指定管理者の責任において賠償すること。

　　　　⑤ 地方自治法第２４４条の２第１１項にもとづき指定の取り消しを行った場合、市に生じた

 損害について、指定管理者に損害賠償請求を行う。

　　　　⑥ 指定管理者は、上記のリスク等に備えて、対応できるような賠償力を確保するため、任意

 の賠償保険等に加入すること。

 

１５　 指定の取り消し等 

　　指定管理者が教育委員会の指示に従わないとき、指定管理者の責めに帰すべき事由で管理を継続で

　きないとき、管理の業務に関し知り得た個人情報の取り扱い業務に違反したとき、その他不適切な行

　為が認められるときは、指定を取り消し、又は業務の停止を命ずることができるものとする。 

 

１６　 原状回復 

　   指定管理者は、指定期間が終了したとき又は指定を取り消されたとき若しくは業務の停止を命ぜら

　れたときは、施設又は設備を現状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合はこ

　の限りでない。 

 

１７　 災害時における協力 

    災害発生時は市及び教育委員会の指示に従い住民の安全確保に万全を期すること。 

 

１８　 その他 

    この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について定めのないもの又は

　疑義が生じた場合については、教育委員会と協議し決定すること。 

 


